
新旧対照表 

 
 

新 旧 

用地調査等業務共通仕様書 

 

 令和８年７月 

  （略） 

 目次 

 第１章 総 則                          1 

 第２章 用地調査等業務の基本的処理              21 

 第３章 権利調査                        23 

 第４章 用地測量                        26 

 第５章 登記資料収集整理等                   31 

 第６章 建物等の調査                      31 

 第７章 営業その他の調査                    39 

 第８章 消費税等調査                      40 

 第９章 予備調査                        41 

 第１０章 移転工法案の検討                   44 

 第１１章 再算定業務                      46 

 第１２章 土地評価                       46 

 第１３章 補償説明                       48 

 第１４章 地盤変動影響調査等                  49 

 第１５章 費用負担の説明                                   50 

第１６章 騒音等調査                                       52 

 第１７章 事業認定申請図書等の作成                          52 

 第１８章 物件調書の作成                                   54 

 第１９章 保安林解除等申請図書の作成                        55 

 第２０章 完了図書の作成                                   55 

 第２１章 内水面漁業権等調査                               57 

 

用地調査等業務共通仕様書 

 

 令和７年７月 

  （略） 

 目次 

 第１章 総 則                          1 

 第２章 用地調査等業務の基本的処理              21 

 第３章 権利調査                        23 

 第４章 用地測量                        26 

 第５章 登記資料収集整理等                   31 

 第６章 建物等の調査                      31 

 第７章 営業その他の調査                    39 

 第８章 消費税等調査                      40 

 第９章 予備調査                        41 

 第１０章 移転工法案の検討                   44 

 第１１章 再算定業務                      46 

 第１２章 土地評価                       47 

 第１３章 補償説明                       48 

 第１４章 地盤変動影響調査等                  50 

 第１５章 費用負担の説明                                   51 

第１６章 騒音等調査                                       52 

 第１７章 事業認定申請図書等の作成                          52 

 第１８章 物件調書の作成                                   54 

 第１９章 保安林解除等申請図書の作成                        55 

 第２０章 完了図書の作成                                   55 

 第２１章 内水面漁業権等調査                               57 

 

 



新旧対照表 

 
 

新 旧 

 第２２章 阻害要因の調査及び処理方針の作成                  58 

 第２３章 写真台帳の作成                                   60 

 用地調査等業務共通仕様書の様式一覧                        62 

「別記１」    建物等区分表                             126 

「別記２」    業務従事者資格一覧表                      132 

「別記３」    成果品一覧表                             136 

「別記４」    用地実測図及び平面図表示記号              141 

「別記７」    騒音等調査要領                           145 

「別記８」    事業認定申請図書等作成要領                149 

「別記９」    保安林解除等申請図書作成要領              163 

「別記10」    内水面漁業権等調査検討要領               179 

 

（略） 

 

（木造特殊建物） 

第 83条 （略） 

２ 前項の実施に当たっては、運用方針第 15 別表第 11 に掲げる補正項目に

係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 

 

（略） 

第２２章 阻害要因の調査及び処理方針の作成                  59 

 第２３章 写真台帳の作成                                   60 

用地調査等業務共通仕様書の様式一覧                          62 

「別記１」    建物等区分表                             128 

「別記２」    業務従事者資格一覧表                      135 

「別記３」    成果品一覧表                             141 

「別記４」    用地実測図及び平面図表示記号              147 

「別記７」    騒音等調査要領                           152 

「別記８」    事業認定申請図書等作成要領                157 

「別記９」    保安林解除等申請図書作成要領              172 

「別記10」    内水面漁業権等調査検討要領               189 

 

（略） 

 

（木造特殊建物） 

第 83条 （略） 

２ 前項の実施に当たっては、取扱要領第７条の各項目別補正率表に掲げる

補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査するものとする。 

 

（略） 
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「様式」関係 

  

「様式」関係 

 

  

 

様式 3-3 

土地の登記記録調査表 

 

調査年月日     年  月  日 調査者  整理番号  

 表 題 部（土地の表示）                              

所 在  

地 番  最終支号  不動産番号  

地 目  地 積  

所有者  

 権 利 部  甲 区 欄（所 有 権） 

登 

 

記 

 

名 

 

義 

 

人 

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

 権 利 部  乙 区 欄（所有権以外の権利） 

登 

 

記 

  

名 

  

義 

  

人 

氏 名 、 名 称  

住所、所在地  

権 利 の 種 類  
順位 
番号  権利の内容  

権 利 の 始 期  存 続 期 間  

氏 名 、 名 称  

住所、所在地  

 権 利 の 種 類  
順位 
番号  権利の内容  

権 利 の 始 期  存 続 期 間  

 仮登記の内容 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 

様式 3-3 

土地の登記記録調査表 

 

調査年月日     年  月  日 調査者  整理番号  

 表 題 部（土地の表示）                              

所 在  

地 番  最終支号  不動産番号  

地 目  地 積  

登記原因及びその日付  

所有者  

登 

 

記 

 

名 

 

義 

 

人 

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

氏 名 、 名 称  共有持分  

住所、所在地  

 権 利 部  乙 区 欄（所有権以外の権利） 

登 

 

記 

  

名 

  

義 

  

人 

氏 名 、 名 称  

住所、所在地  

権 利 の 種 類  
順位 
番号  権利の内容  

権 利 の 始 期  存 続 期 間  

氏 名 、 名 称  

住所、所在地  

 権 利 の 種 類  
順位 
番号  権利の内容  

権 利 の 始 期  存 続 期 間  

 仮登記の内容 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 
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「別記１」 建物等区分表（第５条）  

表１ （略） 

表２ 工作物区分 

（略） 

附帯工

作 物 

 

 

 

建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべてのもの

をいい、主として次に例示するものをいう。 

門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、

敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等 

（略） 
表３ 立竹木等区分 
区 分 判断基準 

庭木等 

 

 

 

 まつ、～（略）。 
Ａ 観賞樹 
  （略） ①高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分がお

おむね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 
（略） 

（略） （略） 

 
 

「別記１」 建物等区分表（第５条）  

表１ （略） 

表２ 工作物区分 

（略） 

附帯工

作 物 

 

 

 

表１の建物（注に掲げる設備､工作物を含む｡）及び表２の他

の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に

例示するものをいう。 

門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、

敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等 

（略） 

表３ 立竹木等区分 
区 分 判断基準 

庭木等 

 

 

 

 まつ、～（略）。 
Ａ 観賞樹 
  （略） ①高 木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概

ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 
（略） 

（略） （略） 
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区 分 判断基準 

収穫樹 Ａ 果樹 
  りんご～（略） ②散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内あるいは田・畑の畦

畔、原野及び林地等に散在するものをいう。 
（略） 

（略） （略） 
 

 

区 分 判断基準 

収穫樹 Ａ 果樹 
  りんご～（略） ②散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、

原野及び林地等に散在するものをいう。 
（略） 

（略） （略） 
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新 旧 

価格積算基準 

 令和８年７月 

  （略） 

  

用地調査等業務の価格積算基準 

（略） 

第１ 用地測量業務（略） 

（略） 

２ 測量業務費構成費目の内容 

２－１ 測量作業費 

（略） 

（１）直接測量費 

①直接人件費 

直接人件費は、用地測量の実施に必要な技術者の費用（業務打合せ及び往

復旅行時間に係る技術者を含む。）で、技術者の職種は下表による。 
（略） 

 

（２）間接測量費 

    間接測量費は、測量業務を実施するのに必要な直接測量費以外の当該測量

業務担当部署における費用であり、登記簿調査（登記手数料は含まない。），

図面トレース等を専門業者に外注する場合に必要となる経費、情報共有シス

テムに要する費用（登録料及び利用料）、ＰＣ等の標準的なＯＡ機器費用、熱

中症対策費用（作業員個人に対する費用）とする。 
      また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用について

は、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとする。積上げ計上を

行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないこと

を確認するものとする。 
なお、間接測量費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。 

 （略） 

価格積算基準 

 令和７年７月 

  （略） 

  

用地調査等業務の価格積算基準 

（略） 

第１ 用地測量業務（略） 

（略） 

２ 測量業務費構成費目の内容 

２－１ 測量作業費 

（略） 

（１）直接測量費 

①直接人件費 

直接人件費は、用地測量の実施に必要な技術者の費用（業務打合せ及び旅

行日に係る技術者を含む。）で、技術者の職種は下表による。 
（略） 

 

（２）間接測量費 

    間接測量費は、測量業務を実施するのに必要な直接測量費以外の当該測量

業務担当部署における費用であり、登記簿調査（登記手数料は含まない。），

図面トレース等を専門業者に外注する場合に必要となる経費、情報共有シス

テムに要する費用（登録料及び利用料）、ＰＣ等の標準的なＯＡ機器費用、熱

中症対策費用（作業員個人に対する費用）とする。 
      また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用について

は、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとする。積上げ計上を

行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないこと

を確認するものとする。 
なお、間接測量費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。 

 （略） 
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第２ 用地調査業務（略） 

（略） 

２ 調査業務費構成費目の内容 

２－１ 直接減価 

（略） 

（１）直接人件費 

①直接人件費 

   直接人件費は、用地調査を実施するために必要な技術者の人件費（業

務打合せ及び往復旅行時間に係る技術者を含む。）である。 
（略） 

 

 ２－２ その他原価 
  その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）で構成

する。 
なお、特殊な技術計算、図面作成等を専門業者に外注する場合に必要とな

る経費、業務実績の登録等に要する費用を含むものである。 
 （１） 間接原価 
  間接原価は、業務処理に必要な経費のうち直接原価以外の経費で、当該

業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費、

情報共有システムに要する経費（登録料及び利用料）、ＰＣ等の標準的な

ＯＡ機器費用、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）である。 
  また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用について

は、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとする。積上げ計上を

行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないこと

を確認するものとする。 
 
（略） 

 

 

第２ 用地調査業務（略） 

（略） 

２ 調査業務費構成費目の内容 

２－１ 直接減価 

（略） 

（１）直接人件費 

①直接人件費 

   直接人件費は、用地調査を実施するために必要な技術者の人件費（業

務打合せ及び旅行日に係る技術者を含む。）である。 
（略） 

 

 ２－２ その他原価 
  その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）で構成

する。 
なお、特殊な技術計算、図面作成等を専門業者に外注する場合に必要とな

る経費、業務実績の登録等に要する費用を含むものである。 
 （１） 間接原価 
  間接原価は、業務処理に必要な経費のうち直接原価以外の経費で、当該

業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費、

情報共有システムに要する経費（登録料及び利用料）、ＰＣ等の標準的な

ＯＡ機器費用、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）である。 
  また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用について

は、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとする。積上げ計上を

行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないこと

を確認するものとする。 
 
（略） 
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標準歩掛 

令和８年７月 

 （略） 

 

１ 標準歩掛本文                                          1 

 ２ 調査及び作業の種類                                     5 

 ３ 用地測量業務                                          11 

① 作業計画等                                           12 

② 権利調査                                              15 

③ 用地測量                                              23 

④ 登記資料収集整理等                                     43 

４ 用地調査業務                                            56 

① 作業計画等                                            57 

② 権利調査                                              59 

③ 土地利用履歴等調査                                     61 

④ 建物等の調査                                          70 

⑤ 営業その他の調査                                     137 

⑥ 消費税等調査                                         156 

⑦ 予備調査                                             159 

⑧ 移転工法案の検討                                     169 

⑨ 再算定業務                                           188 

⑩ 土地評価                                            195 

⑪ 補償説明                                            202 

⑫ 地盤変動影響調査等                                   208 

⑬ 費用負担の説明                                       234 

⑭ 騒音等調査                                           239 

⑮ 事業認定申請図書等の作成                              246 

標準歩掛 

令和７年７月 

 （略） 

 

１ 標準歩掛本文                                          1 

 ２ 調査及び作業の種類                                     5 

 ３ 用地測量業務                                          12 

① 作業計画等                                           14 

② 権利調査                                              18 

③ 用地測量                                              28 

④ 登記資料収集整理等                                     49 

４ 用地調査業務                                            63 

① 作業計画等                                            65 

② 権利調査                                              69 

③ 土地利用履歴等調査                                     73 

④ 建物等の調査                                          83 

⑤ 営業その他の調査                                     148 

⑥ 消費税等調査                                         168 

⑦ 予備調査                                             172 

⑧ 移転工法案の検討                                     183 

⑨ 再算定業務                                           199 

⑩ 土地評価                                            205 

⑪ 補償説明                                            214 

⑫ 地盤変動影響調査等                                   222 

⑬ 費用負担の説明                                       248 

⑭ 騒音等調査                                           254 

⑮ 事業認定申請図書等の作成                              263 
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⑯ 物件調書の作成                                       274 

⑰ 保安林解除等申請図書の作成                            276 

⑱ 完了図書の作成                                       292 

⑲ 内水面漁業権等調査                                   318 

 

（２）用地測量変化率 

工     程 業別 地域 縮尺 
 境界測量 内・外 ○ × 
 用地現況測量 内・外 × × 
  用地境界仮杭設置 内・外 ○ × 
  用地境界杭設置 内・外 × × 
  境界点間測量 内・外 ○ × 
  面積計算 内 ○ × 
  用地実測図作成 内 × ○ 
  用地平面図作成 内 × ○ 
  区分地上権設定範囲図の作成 内 × × 
  土地調書作成 内 ○ × 
  地積測量図作成 内・外 ○ × 
不動産調査報告書作成 内・外 ○ × 

（略） 

 

（４）打合せ協議 

（略） 

４ 打合せ当日以外の往復旅行時間は、必要に応じて別途計上する。 

（略） 

 

⑯ 物件調書の作成                                       290 

⑰ 保安林解除等申請図書の作成                            294 

⑱ 完了図書の作成                                       312 

⑲ 内水面漁業権等調査                                   339 

 

（２）用地測量変化率 

工     程 業別 地域 縮尺 
 境界測量 内・外 ○ × 
 用地現況測量 内・外 × × 
  用地境界仮杭設置 内・外 ○ × 
  用地境界杭設置 内・外 × × 
  境界点間測量 内・外 ○ × 
  面積計算 内 ○ × 
  用地実測図作成 内 × ○ 
  用地平面図作成 内 × ○ 
  区分地上権設定範囲図の作成 内 × × 
  土地調書作成 内 ○ × 
  地積測量図作成 内・外 ○ × 
不動産調査報告書作成 内・外 ○ × 

（略） 

 

（４）打合せ協議 

（略） 

４ 打合せ当日以外の旅行日数は、必要に応じて別途計上する。 

（略） 
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【用地測量】

単位 作業条件

主
任
技
師

技
師

技
師
補

助
手

補
助
員

主
任
技
師

技
師

技
師
補

助
手

補
助
員

主
任
技
師

技
師

技
師
補

助
手

補
助
員

計

測  定 外 1.0 1.0 1.0 1.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 5.60

座標・距離
計  算

内 1.0 1.0 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 2.10

1.40 1.40 1.40 1.40 5.60

0.70 0.70 0.70 2.10 費目 割合 費目 割合

2.10 2.10 2.10 1.40 7.70 材料費 2.0% 機械経費 4.5%

外        業

内        業

計

各 費 目 の 直 接 人 件 費 に 対 す る 割 合

備考 備考

備 考 機 械 名 規 格
単
 
位

数
 
量

作業の種類  境界測量  10,000 ㎡  耕地

作 業

内 容

内
外
業
別

直 接 人 件 費 及 び 労 務 費 材 料 費 等 機 械 経 費

編成（A） 所要日数（B） 歩掛り（(Ｃ)＝(Ａ)×(Ｂ)）

品 名 規 格
単
 
位

数
 
量

備 考
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【土地評価】

単位 作業条件

主
任
技
師

技
師
A

技
師
B

技
師
C

技
師
D

主
任
技
師

技
師
A

技
師
B

技
師
C

技
師
D

主
任
技
師

技
師
A

技
師
B

技
師
C

技
師
D

計

標準地価格の
算定業務

内 1.0 1.0 1.0 1.0 1.32 2.05 2.03 0.15 1.32 2.05 2.03 0.15 5.55

1.32 2.05 2.03 0.15 5.55

1.32 2.05 2.03 0.15 5.55

注 複数の標準地を設定する場合の直接人件費の積算は、次式により行うものとする。
  標準地価格の算定に要する直接人件費＝標準地数×単価

そ の 他

外        業

内        業

計

備 考 機 械 名 規 格
単
 
位

数
 
量

作業の種類  標準地価格の算定業務  １標準地

作業
内容

内
外
業
別

直 接 人 件 費 及 び 労 務 費 材 料 費 等 機 械 経 費

編成（A） 所要日数（B） 歩掛り（(Ｃ)＝(Ａ)×(Ｂ)）

品 名 規 格
単
 
位

数
 
量

備 考
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用地調査等業務委託契約書 

 

（略） 

 

上記の委託業務について、発注者  福島県  と受注者      は、各々の

対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

（書面契約による場合） 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

（電子契約による場合） 

 本契約の証として、本書を電磁的記録により作成し、当事者が地方自治法施行規

則（昭和22年内務省令第29号）第12条の４の２に規定する電子署名を行い、各自

その電磁的記録を保有する。 

（以下は該当する場合に記載すること） 

なお、この契約書への発注者及び受注者の電子署名日が契約書に定める契約の履

行開始日より後の日である場合にあっても、本契約の効力は契約書に定める契約の

履行開始日から生じるものとする。 

 

（略） 

 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、この

契約書～（略） 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間

（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果品」という。）

を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

  

用地調査等業務委託契約書 

 

（略） 

 

上記の委託業務について、発注者  福島県 を甲とし、受注者    を乙と

して、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

（書面契約による場合） 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

（電子契約による場合） 

 本契約の証として、本書を電磁的記録により作成し、当事者が地方自治法施行規

則（昭和22年内務省令第29号）第12条の４の２に規定する電子署名を行い、各自

その電磁的記録を保有する。 

（以下は該当する場合に記載すること） 

なお、この契約書への発注者及び受注者の電子署名日が契約書に定める契約の履

行開始日より後の日である場合にあっても、本契約の効力は契約書に定める契約の

履行開始日から生じるものとする。 

  

（略） 

 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、この

契約書～（略） 

２ 乙は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以

下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果品」という。）

を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 
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３ 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者

又は第10条に定める受注者の主任技術者に対して行うことができる。この場合に

おいて、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければな

らない。 

４ 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指

示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必

要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

（略） 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等

に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものと

する。 

（略） 

12 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、そ

の代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書そ

の他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。 

 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び

受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、

発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方

に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、

当該協議の内容を書面に記録するものとする。 

 

３ 甲は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第10

条に定める乙の主任技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又

は乙の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若

しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ

の責任において定めるものとする。 

 

５ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６  この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

（略） 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

 

（略） 

12 乙が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代

表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他

のこれを証する書面を添えて、その旨を甲に届け出なければならない。 

 

第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙

は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するもの

とする。 

３ 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協

議の内容を書面に記録するものとする。 
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第３条 受注者は、この契約締結後○日以内に仕様書等に基づいて作業工程表を作

成し、発注者に提出しなければならない。 

  [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業工程表を受理した日から○

日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 

    [注] ○の部分には、原則として「７」と記入する。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合に

おいて、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して～（略） 

４ 作業工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、～（略）～その保険証券を発注者に寄

託しなければならない。 

（略） 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注

者が確実と～（略） 

（略） 

２ 受注者は、前項の規定による～（略）～当該履行保証保険契約の相手方が定め、

発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保

険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項及び第７項の規定は、発注者が、～（略） 

（略） 

５ 受注者が第１項第３号から～（略） 

６ 第１項の規定により、受注者が～（略） 

７ 業務委託料の～（略）～に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するこ

とができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

８ 契約保証金から生じた利子は、発注者に帰属するものとする。 

第３条 乙は、この契約締結後○日以内に仕様書等に基づいて作業工程表を作成し、

甲に提出しなければならない。 

  [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、前項の作業工程表を受理した日から○日以

内に、乙に対してその修正を請求することができる。 

    [注] ○の部分には、原則として「７」と記入する。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合に

おいて、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して～（略） 

４ 作業工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 

 

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、～（略）～その保険証券を甲に寄託しな

ければならない。 

（略） 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が

確実と～（略） 

（略） 

２ 乙は、前項の規定による～（略）～当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲

が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を

寄託したものとみなす。 

３ 第１項及び第７項の規定は、甲が、～（略） 

（略） 

５ 乙が第１項第３号から～（略） 

６ 第１項の規定により、乙が～（略） 

７ 業務委託料の～（略）～に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求すること

ができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 

８ 契約保証金から生じた利子は、甲に帰属するものとする。 
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第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承

継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限り

でない。 

２ 受注者は、成果品～（略）～ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、

この限りでない。 

３ 受注者が前払金の～（略）～疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合

を除き、受注者の業務委託料債権の～（略） 

４ 受注者は、前項の規定により、～（略）～疎明する書類を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

 

第６条 受注者は、成果品～（略）～当該著作物に係る受注者の著作権（同法第21

条から第 28 条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に

無償で譲渡するものとする。 

２ 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の

内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 

３ 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、

既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が～（略）～また、

発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承

諾なく自由に改変することができる。 

５ 受注者は、成果品（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当す

るとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、～（略） 

６ 発注者は、受注者が成果品～（略）～について、受注者が承諾した場合には、～

（略） 

 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、成果品～（略）～ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

３ 乙が前払金の～（略）～疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、

乙の業務委託料債権の～（略） 

４ 乙は、前項の規定により、～（略）～疎明する書類を甲に提出しなければなら

ない。 

 

 

第６条 乙は、成果品～（略）～当該著作物に係る乙の著作権（同法第21条から第

28 条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡す

るものとする。 

２ 甲は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容

を乙の承諾なく自由に公表することができる。 

３ 甲は、成果品が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙

が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 乙は、成果品が著作物に該当する場合において、甲が～（略）～また、甲は、

成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を乙の承諾なく自由に

改変することができる。 

５ 乙は、成果品（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当すると

しないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、～（略） 

６ 甲は、乙が成果品～（略）～について、乙が承諾した場合には、～（略） 
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第７条 受注者は、業務の全部を～（略） 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等に～（略） 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あ

らかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等におい

て～（略） 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、～（略） 

 

第８条 受注者は、特許権、～（略）～ただし、発注者がその履行方法を～（略）～

かつ、受注者がその存在を知らなかったときは､発注者は､受注者がその使用に関

して要した費用を負担しなければならない。 

 

第８条の２(a) 受注者は、自ら有する登録意匠～（略）～受けるときは、発注者に

対し、～（略） 

２ 受注者は、本件建築物等の～（略）～ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得

た場合は、この限りでない。 

 

第８条の２(b) 受注者は、自ら有する～（略）～に用いるときは、発注者に対し、

～（略） 

２ 受注者は、本件建築物等の～（略）～権利を発注者に無償で譲渡するものとす

る。 

 （注）条文（ａ）、（ｂ）は当該測量調査業務の内容に応じて、選択的に適用する 

           

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければな

らない。監督員を変更したときも、同様とする。 

 

第７条 乙は、業務の全部を～（略） 

２ 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等に～（略） 

３ 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書等において～（略） 

４ 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、～（略） 

 

 

第８条 乙は、特許権、～（略）～ただし、甲がその履行方法を～（略）～、かつ、

乙がその存在を知らなかったときは､甲は､乙がその使用に関して要した費用を負

担しなければならない。 

 

第８条の２(a) 乙は、自ら有する登録意匠～（略）～受けるときは、甲に対し、～

（略） 

２ 乙は、本件建築物等の～（略）～ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合

は、この限りでない。 

 

第８条の２(b) 乙は、自ら有する～（略）～に用いるときは、甲に対し、～（略） 

２ 乙は、本件建築物等の～（略）～権利を甲に無償で譲渡するものとする。 

 （注）条文（ａ）、（ｂ）は当該測量調査業務の内容に応じて、選択的に適用する 

 

 

 

第９条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。

監督員を変更したときも、同様とする。 
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２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者

の権限とされる事項のうち発注者が必要と～（略） 

 (1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の主任技術者

に対する業務に関する指示 

 (2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に

対する承諾又は回答 

 (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任技術者との協議 

（略） 

３ 発注者は、２名以上～（略）～に基づく発注者の権限の一部を委任したときに

あっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

（略） 

５ この契約書に～（略）～した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

（主任技術者） 

第10条 受注者は、業務に～（略）～事項を発注者に通知しなければならない。主

任技術者を変更したときも、同様とする。 

２ 主任技術者は、～（略）～この契約に基づく受注者の一切～（略） 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、～（略）～当該権限の内容を発注者に通知

しなければならない。 

 

第11条 受注者は、仕様書等に～（略）～な事項を発注者に通知しなければならな

い。照査技術者を変更したときも、同様とする。 

（略） 

 

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、

発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に～（略） 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権

限とされる事項のうち甲が必要と～（略） 

 (1) 甲の意図する成果品を完成させるための乙又は乙の主任技術者に対する業

務に関する指示 

 (2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対

する承諾又は回答 

 (3) この契約の履行に関する乙又は乙の主任技術者との協議 

（略） 

３ 甲は、２名以上～（略）～に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては

当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 

（略） 

５ この契約書に～（略）～した日をもって甲に到達したものとみなす。 

 

（主任技術者） 

第10条 乙は、業務に～（略）～事項を甲に通知しなければならない。主任技術者

を変更したときも、同様とする。 

２ 主任技術者は、～（略）～この契約に基づく乙の一切～（略） 

３ 乙は、前項の規定にかかわらず、～（略）～当該権限の内容を甲に通知しな

ければならない。 

 

第11条 乙は、仕様書等に～（略）～な事項を甲に通知しなければならない。照査

技術者を変更したときも、同様とする。 

（略） 

 

第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の

指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲は、当該交渉等に～（略） 
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第13条 受注者が用地調査等～（略）～が必要なときは、発注者がその承諾を得る

ものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協

力しなければならない。 

 

（主任技術者等に対する措置請求）      

第14条 発注者は、主任技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第

７条第３項の規定により受注者から業務を～（略）～と認められるときは、受注

者に対して、その理由を～（略） 

２  受注者は、前項の～（略）～10日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、監督員が～（略）～と認められるときは、発注者に対して、～（略） 

４ 発注者は、前項の～（略）～10日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

第15条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注

者に報告しなければならない。 

 

第16条 発注者が受注者に貸与し、～（略） 

２ 受注者は、貸与品等～（略）～７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出し

なければならない。 

３ 受注者は、貸与品等を～（略） 

４ 受注者は、仕様書等に～（略）～貸与品等を発注者に返還しなければならない。 

５ 受注者は、故意～（略）～となったときは、発注者の指定した～（略） 

 

第17条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注

者との協議の～（略）～不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに

帰すべき事由によるときは、発注者は、必要が～（略）～を変更し、又は受注者に

損害を～（略） 

第13条 乙が用地調査等～（略）～が必要なときは、甲がその承諾を得るものとす

る。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければなら

ない。 

 

（主任技術者等に対する措置請求）      

第 14 条 甲は、主任技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第７条第

３項の規定により乙から業務を～（略）～と認められるときは、乙に対して、そ

の理由を～（略） 

２  乙は、前項の～(略）～10日以内に甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、監督員が～（略）～と認められるときは、甲に対して、～（略） 

４ 甲は、前項の～（略）～10日以内に乙に通知しなければならない。 

 

第15条 乙は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告

しなければならない。 

 

第16条 甲が乙に貸与し、～（略） 

２ 乙は、貸与品等～（略）～７日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、貸与品等を～（略） 

４ 乙は、仕様書等に～（略）～貸与品等を甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意～（略）～となったときは、甲の指定した～（略） 

 

第17条 乙は、業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の～（略）～

不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲

は、必要が～（略）～を変更し、又は乙に損害を～（略） 
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第18条 受注者は、業務を～（略）～その旨を直ちに発注者に通知し、～（略） 

（略） 

２ 発注者は、前項の～（略）～発見したとは、受注者の立会い～（略）～ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を～（略）～その結果を受注者に通知～（略）～あらか

じめ、受注者の意見～（略） 

４ 前項の～（略）～認められるときは、発注者は、仕様書～（略） 

５ 前項の～（略）～場合において、発注者は、必要が～（略）～変更し、又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

第19条 発注者は、前条～（略）～変更内容を受注者に通知～（略）～において、

発注者は、必要が～（略）～変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

 

第20条 第三者の～（略）～事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責め

に～（略）～著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認めら

れるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、～（略）～ 

２ 発注者は、前項の～（略）～の中止内容を受注者に通知して、～（略） 

３ 発注者は、前２項の～（略）～を変更し、又は受注者が業務の～（略）～必要と

したとき若しくは受注者に損害を～（略） 

 

（業務に係る受注者の提案） 

第21条 受注者は、仕様書等に～（略）～発案したときは、発注者に対して、～（略） 

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると

認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定に～（略） 

 

第18条 乙は、業務を～（略）～その旨を直ちに甲に通知し、～（略） 

（略） 

２ 甲は、前項の～（略）～発見したとは、乙の立会い～（略）～ただし、乙が立

会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 甲は、乙の意見を～（略）～その結果を乙に通知～（略）～あらかじめ、乙の

意見～（略） 

４ 前項の～（略）～認められるときは、甲は、仕様書～（略） 

５ 前項の～（略）～場合において、甲は、必要が～（略）～変更し、又は乙に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

第19条 甲は、前条～（略）～変更内容を乙に通知～（略）～において、甲は、

必要が～（略）～変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

 

第20条 第三者の～（略）～事象（以下「天災等」という。）であって乙の責めに

～（略）～著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められると

きは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、～（略）～ 

２ 甲は、前項の～（略）～の中止内容を乙に通知して、～（略） 

３ 甲は、前２項の～（略）～を変更し、又は乙が業務の～（略）～必要としたと

き若しくは乙に損害を～（略） 

 

（業務に係る乙の提案） 

第21条 乙は、仕様書等に～（略）～発案したときは、甲に対して、～（略） 

２ 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めると

きは、仕様書等の変更を乙に通知するものとする。 

３ 甲は、前項の規定に～（略） 
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第22条 発注者は、～（略） 

 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第23条 受注者は、その責めに～（略）～を明示した書面により発注者に履行期間

の～（略） 

２ 発注者は、前項の～（略）～ならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者

の責めに～（略）～変更を行い、又は受注者に損害を～（略） 

 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第24条 発注者は、特別の～（略）～変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の～（略）～を変更し、又は受注者に損害を～（略） 

 

第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者

に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第23

条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合に

あっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

 

第26条 業務委託科の変更については、発注者と受注者とが協議して～（略）～場

合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

 

第22条 甲は、～（略） 

 

（乙の請求による履行期間の延長） 

第23条 乙は、その責めに～（略）～を明示した書面により甲に履行期間の～（略） 

２ 甲は、前項の～（略）～ならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに～

（略）～変更を行い、又は乙に損害を～（略） 

 

 

（甲の請求による履行期間の短縮等） 

第24条 甲は、特別の～（略）～変更を乙に請求することができる。 

２ 甲は、前項の～（略）～を変更し、又は乙に損害を～（略） 

 

第25条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日

から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するも

のとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日（第23条の場合にあって

は、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期

間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に

は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 

 

 

 

第26条 業務委託科の変更については、甲乙協議して～（略）～場合には、甲が定

め、乙に通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 
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２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者

に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の～（略）～場合には、受注

者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け

た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議

して定める。 

 

第27条 受注者は、災害防止等の～（略）～認めるときは、受注者は、あらかじめ、

発注者の意見を～（略） 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知

しなければならない。 

３ 発注者は、災害防止～（略）～と認めるときは、受注者に対して～（略） 

４ 受注者が第１項～（略）～のうち、受注者が業務～（略）～については、発注者

がこれを負担する。 

 

第28条 成果品の～（略）～については、受注者がその費用を～（略）～のうち発

注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 

第29条 業務を～（略）～ならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の～（略）～のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに

帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。た

だし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責め

に～（略） 

３ 業務を～（略）～ならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければなら

ない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良～（略）～については、受注者が負

担する。 

 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するも

のとする。ただし、甲が業務委託料の～（略）～場合には、乙は、協議開始の日

を定め、甲に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場

合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 

 

 

第27条 乙は、災害防止等の～（略）～認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意

見を～（略） 

２ 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなけれ

ばならない。 

３ 甲は、災害防止～（略）～と認めるときは、乙に対して～（略） 

４ 乙が第１項～（略）～のうち、乙が業務～（略）～については、甲がこれを負

担する。 

 

第28条 成果品の～（略）～については、乙がその費用を～（略）～のうち甲の責

めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 

 

第29条 業務を～（略）～ならないときは、乙がその賠償額を負担する。 

２ 前項の～（略）～のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、

甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに～（略） 

３ 業務を～（略）～ならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。

ただし、業務を行うにつき乙が善良～（略）～については、乙が負担する。 
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４ 前３項の～（略）～においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当

たるものとする。 

 

第 30 条 成果品の～（略）～に限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰す

ことが～（略）～生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発

注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の～（略）～同項の損害（受注者が善良な～（略）～その結果を

受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の～（略）～の負担を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害に～（略）～立会いその他受注者

の業務に～（略） 

（略） 

 

第31条 発注者は、第８条、～（略）～変更内容は、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者

が定め、受注者に通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者

に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の～（略）～しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければなら

ない。 

２  発注者又は発注者が検査を～（略）～10日以内に受注者の立会いの上、～（略）

～の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の～

（略） 

４ 前３項の～（略）～においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとす

る。 

 

第30条 成果品の～（略）～に限る。）で甲乙双方の責に帰すことが～（略）～生

じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければなら

ない。 

２ 甲は、前項の～（略）～同項の損害（乙が善良な～（略）～その結果を乙に通

知しなければならない。 

３ 乙は、前項の～（略）～の負担を甲に請求することができる。 

４ 甲は、前項の規定により乙から損害に～（略）～立会いその他乙の業務に～

（略） 

（略） 

 

第31条 甲は、第８条、～（略）～変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協

議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

   [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなけ

ればならない。ただし、甲が同項の～（略）～しない場合には、乙は、協議開始

の日を定め、甲に通知することができる。 

 

 

 

第32条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

２  甲又は甲が検査を～（略）～10日以内に乙の立会いの上、～（略）～の結果を

乙に通知しなければならない。 

３ 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果品の～（略） 
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４ 発注者は、受注者が前項の～（略）～おいては、受注者は、当該請求に直ちに応

じなければならない。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の

検査を～（略） 

 

第33条 受注者は、前条第２項～（略） 

２ 発注者は、前項の規定による～（略） 

３ 発注者がその責めに～（略） 

 

第34条 発注者は、第32条～（略）～一部を受注者の承諾を得て使用することが

できる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その～（略） 

３ 発注者は、第１項の～（略）～ことによって受注者に損害を～（略） 

 

第35条 受注者は、業務委託料が～（略）～保証証書を発注者に寄託して、～（略）

～支払を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の～（略）～保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずる

ことができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみ

なす。 

３ 発注者は、前項の～（略） 

４ 受注者は、業務委託料が～（略） 

５ 受注者は、業務委託料が～（略）～を超えるときは、受注者は、業務委託料が～

（略）～とするときは、発注者は、その支払額の～（略） 

６ 前項の～（略）～額であるときは、受注者は、その超過額を～（略）～であると

きは、受注者は、受領済みの～（略） 

７ 発注者は、受注者が第５項の～（略） 

 

４ 甲は、乙が前項の～（略）～おいては、乙は、当該請求に直ちに応じなければ

ならない。 

５ 乙は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を～

（略） 

 

第33条 乙は、前条第２項～（略） 

２ 甲は、前項の規定による～（略） 

３ 甲がその責めに～（略） 

 

第34条 甲は、第32条～（略）～一部を乙の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、甲は、その～（略） 

３ 甲は、第１項の～（略）～ことによって乙に損害を～（略） 

 

 

第35条 乙は、業務委託料が～（略）～保証証書を甲に寄託して、～（略）～支払

を甲に請求することができる。 

２ 乙は、前項の～（略）～保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることが

できる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 甲は、前項の～（略） 

４ 乙は、業務委託料が～（略） 

５ 乙は、業務委託料が～（略）～を超えるときは、乙は、業務委託料が～（略）

～とするときは、甲は、その支払額の～（略） 

６ 前項の～（略）～額であるときは、乙は、その超過額を～（略）～であるとき

は、乙は、受領済みの～（略） 

７ 甲は、乙が第５項の～（略） 
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第36条 受注者は、前条～（略）～の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に～（略）～保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならな

い。 

３ 受注者は、第１項～（略）～が定め、発注者が認めた措置を講ずることができ

る。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払～（略）～が行われた場合には、発注者に代わり～（略） 

 

第37条 受注者は、前払金を～（略） 

 

第38条 成果品について、発注者が仕様書等～（略） 

２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであ

るときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を～（略） 

３ 前２項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により受注者が請求する

～（略）～業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者

が前２項に～（略）～整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（略） 

 

第39条 受注者は、発注者の承諾を～（略） 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受

注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人～（略） 

 

第40条 受注者は、発注者が第35条～（略）～においては、受注者は、その理由

を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を～（略）～を変更し、又は受注者が

増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を～（略） 

 

第36条 乙は、前条～（略）～の保証証書を甲に寄託しなければならない。 

２ 乙は、前項に～（略）～保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。 

３ 乙は、第１項～（略）～が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この

場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 乙は、前払～（略）～が行われた場合には、甲に代わり～（略） 

 

 

第37条 乙は、前払金を～（略） 

 

第38条 成果品について、甲が仕様書等～（略） 

２ 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なもので

あるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を～（略） 

３ 前２項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により乙が請求する～

（略）～業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前２項に～（略）

～整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

（略） 

 

第39条 乙は、甲の承諾を～（略） 

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出

する支払請求書に当該第三者が乙の代理人～（略） 

 

第40条 乙は、甲が第35条～（略）～においては、乙は、その理由を明示した書

面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙が業務を～（略）～を変更し、又は乙が増加費用を

必要とし、若しくは乙に損害を～（略） 
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第41条 発注者は、引き渡された～（略）～であるときは、受注者に対し、～（略） 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないと

きは、発注者が請求した～（略） 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の～（略）～がないときは、発注者は、

その不適合の～（略） 

(2) 受注者が履行の～（略） 

(3) 成果品の～（略）～場合において、受注者が履行の～（略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定に～（略） 

 

第42条 発注者は、業務が～（略） 

２ 発注者は、前項の～（略）において、受注者に損害を～（略） 

 

（発注者の催告による解除権） 

第43条 発注者は、受注者が次の各号の～（略） 

（略） 

 

(発注者の催告によらない解除権)  

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契

約を解除をすることができる。 

（略） 

(4) 受注者がこの契約の～（略） 

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の～（略） 

(6) 契約の～（略）～場合において、受注者が履行を～（略） 

(7) 前各号に掲げるほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が～（略） 

（略） 

 

第41条 甲は、引き渡された～（略）～であるときは、乙に対し、～（略） 

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲

が請求した～（略） 

３ 第１項の場合において、甲が相当の～（略）～がないときは、甲は、その不

適合の～（略） 

(2) 乙が履行の～（略） 

(3) 成果品の～（略）～場合において、乙が履行の～（略） 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定に～（略） 

 

第42条 甲は、業務が～（略） 

２ 甲は、前項の～（略）において、乙に損害を～（略） 

 

（甲の催告による解除権） 

第43条 甲は、乙が次の各号の～（略） 

（略） 

 

(甲の催告によらない解除権)  

第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除

をすることができる。 

（略） 

(4) 乙がこの契約の～（略） 

(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙が債務の～（略） 

(6) 契約の～（略）～場合において、乙が履行を～（略） 

(7) 前各号に掲げるほか、乙がその債務の履行をせず、甲が～(略） 

（略） 
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(10) 受注者（受注者が設計共同体で～（略） 

イ 役員等（受注者が個人で～（略）している者を、受注者が法人～（略） 

（略） 

ト 受注者が、イから～（略）～除く。）に発注者が受注者に対して当該契約の解除

を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

第44条の２ 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号の～（略） 

 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為が～（略） 

 (2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為が～（略） 

 (3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、～（略） 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第45条 第43条～（略）～場合が発注者の責めに～（略）～であるときは、発注

者は、第43条～（略） 

 

（受注者の催告による解除権） 

第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、～（略） 

 

（受注者の催告によらない解除権）  

第47条 受注者は、次の各号のいずれかに～（略） 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第48条 第46条～（略）～であるときは、受注者は、前２条の～（略） 

 

第49条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注

者の義務は～（略） 

 

(10) 乙（乙が設計共同体で～（略） 

イ 役員等（乙が個人で～（略）している者を、乙が法人～（略） 

（略） 

ト 乙が、イから～（略）～除く。）に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が

これに従わなかったとき。 

 

第44条の２ 甲は、この契約に関し乙が次の各号の～（略） 

 (1) 公正取引委員会が、乙に違反行為が～（略） 

 (2) 公正取引委員会が、乙に違反行為が～（略） 

 (3) 乙（乙が法人の場合にあっては、～（略） 

 

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第45条 第43条～（略）～場合が甲の責めに～（略）～であるときは、甲は、第

43条～（略） 

 

（乙の催告による解除権） 

第46条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、～（略） 

 

（乙の催告によらない解除権）  

第47条 乙は、次の各号のいずれかに～（略） 

 

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第48条 第46条～（略）～であるときは、乙は、前２条の～（略） 

 

第 49 条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する甲及び乙の義

務は～（略） 
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２ 発注者は、前項の～（略）～において、受注者が既に～（略）～この場合におい

て、発注者は、当該引渡しを～（略）～部分委託料」という。）を受注者に支払わ

なければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。 

 

第50条 この契約が～（略）～があったときは、受注者は、第43条、～（略）当

該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 

２ 前項の規定に～（略）～があったときは、発注者は、当該前払金の～（略）～の

規定により受注者が賠償金を～（略）余剰があるときは、受注者は、第43条、～

（略）～当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 

３ 受注者は、この契約が～（略）～当該貸与品等を発注者に返還しなければなら

ない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意～（略） 

４ 受注者は、契約が～（略）～作業現場に受注者が所有～（略）～規定により、受

注者から業務の～（略）～があるときは、受注者は、当該物件を～（略）～取り片

付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

５ 前項に～（略）～定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 

  (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 

   契約の～（略）～第３項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又

は第47条によるときは発注者が負担する。 

 (2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 

   受注者が負担する。 

６ 第４項の場合において、受注者が正当な～（略）～を行わないときは、発注者

は、受注者に代わって～（略）～においては、受注者は、発注者の処分～（略）～

また、発注者が支出した撤去費用等（前項第１号の規定により、発注者が負担す

る～（略） 

２ 甲は、前項の～（略）～において、乙が既に～（略）～この場合において、甲

は、当該引渡しを～（略）～部分委託料」という。）を乙に支払わなければならな

い。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

 

 

第50条 この契約が～（略）～があったときは、乙は、第43条、～（略）当該前

払金の額を甲に返還しなければならない。 

２ 前項の規定に～（略）～があったときは、甲は、当該前払金の～（略）～の規

定により乙が賠償金を～（略）余剰があるときは、乙は、第43条、～（略）～当

該余剰額を甲に返還しなければならない。 

３ 乙は、この契約が～（略）～当該貸与品等を甲に返還しなければならない。こ

の場合において、当該貸与品等が乙の故意～（略） 

４ 乙は、契約が～（略）～作業現場に乙が所有～（略）～規定により、乙から業

務の～（略）～があるときは、乙は、当該物件を～（略）～取り片付けて、甲に

明け渡さなければならない。 

５ 前項に～（略）～定めるところにより甲又は乙が負担する。 

  (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 

   契約の～（略）～第３項によるときは乙が負担し、第42条、第46条又は第

47条によるときは甲が負担する。 

 (2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 

   乙が負担する。 

６ 第４項の場合において、乙が正当な～（略）～を行わないときは、甲は、乙に

代わって～（略）～においては、乙は、甲の処分～（略）～また、甲が支出した

撤去費用等（前項第１号の規定により、甲が負担する～（略） 
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７ 第３項前段に規定する受注者のとるべき～（略）～次条第３項によるときは発

注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の

意見を～（略）～に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発

注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

８ 業務の～（略）～処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議

して決める。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第51条 発注者は、受注者が次の各号の～（略） 

（略） 

２ 次の～（略）～に代えて、受注者は、業務委託料の～（略）～として発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。 

（略） 

 (2) 成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責め

に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき 

３ （略） 

 (1) 受注者について～（略） 

 (2) 受注者について～（略） 

 (3) 受注者について～（略） 

（略） 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を～（略） 

（略） 

 

第51条の２ 受注者（設計共同体に～（略）～該当したときは、受注者は、発注者

の請求に～（略）～を違約金として発注者の指定する～（略） 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の～（略）～に違反し、又は受注者が構

成～（略）～したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、～（略） 

７ 第３項前段に規定する乙のとるべき～（略）～次条第３項によるときは甲が定

め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは乙が甲の意見を～（略）～

に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて

定めるものとする。 

８ 業務の～（略）～処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決め

る。 

 

（甲の損害賠償請求等） 

第51条 甲は、乙が次の各号の～（略） 

（略） 

２ 次の～（略）～に代えて、乙は、業務委託料の～（略）～として甲の指定する

期間内に支払わなければならない。 

（略） 

 (2) 成果品の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべ

き事由によって乙の債務について履行不能となったとき 

３ （略） 

 (1) 乙について～（略） 

 (2) 乙について～（略） 

 (3) 乙について～（略） 

（略） 

５ 第１項第１号に該当し、甲が損害の賠償を～（略） 

（略） 

 

第 51 条の２ 乙（設計共同体に～（略）～該当したときは、乙は、甲の請求に～

（略）～を違約金として甲の指定する～（略） 

 (1) この契約に関し、乙が私的独占の～（略）～に違反し、又は乙が構成～（略）

～したことにより。公正取引委員会が乙に対し、～（略） 

 



新旧対照表 

18 
 

新 旧 

 (2) 納付命令～（略）～（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である

事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に

対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して～（略） 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法～（略）～公正取

引委員会が受注者に対し～（略） 

 (4) この契約に関し、受注者（法人に～（略） 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者

は、当該期間を～（略）～の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

(受注者の損害賠償請求等)  

第52条 受注者は、発注者が次の各号の～（略） 

（略） 

２ 第33条～（略）～においては、受注者は、未受領金額に～（略）～の支払を発

注者に請求することができる。 

 

第53条 発注者は、引き渡された～（略） 

２ 前項の～（略）～を示して、受注者の契約～（略） 

３ 発注者が第１項に～（略）～その旨を受注者に通知した場合において、発注者

が通知から～（略） 

４ 発注者は、第１項の請求等を～（略） 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意～（略）～契約不適合に関する受

注者の責任については、民法の定めるところによる。 

（略） 

７ 発注者は、成果品の～（略）～その旨を直ちに受注者に通知しなければ、～（略）

～できない。ただし、受注者がその契約不適合～（略） 

８ 引き渡された～（略）～の記載内容、発注者の指示～（略）～であるときは、発

注者は当該～（略）～ができない。ただし、受注者がその記載内容～（略） 

 (2) 納付命令～（略）～（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団

体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定

したものをいい、乙等に対して～（略） 

 (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法～（略）～公正取引委

員会が乙に対し～（略） 

 (4) この契約に関し、乙（法人に～（略） 

２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間

を～（略）～の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

(乙の損害賠償請求等)  

第52条 乙は、甲が次の各号の～（略） 

（略） 

２ 第33条～（略）～においては、乙は、未受領金額に～（略）～の支払を甲に請

求することができる。 

 

第53条 甲は、引き渡された～（略） 

２ 前項の～（略）～を示して、乙の契約～（略） 

３ 甲が第１項に～（略）～その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から～

（略） 

４ 甲は、第１項の請求等を～（略） 

５ 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意～（略）～契約不適合に関する乙の責

任については、民法の定めるところによる。 

（略） 

７ 甲は、成果品の～（略）～その旨を直ちに乙に通知しなければ、～（略）～で

きない。ただし、乙がその契約不適合～（略） 

８ 引き渡された～（略）～の記載内容、甲の指示～（略）～であるときは、甲は

当該～（略）～ができない。ただし、乙がその記載内容～（略） 
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第54条 受注者は、仕様書等に～（略）～直ちに発注者に提示しなければならない。 

 

第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する

期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する～

（略）～利息を付した額と、発注者の支払う～（略） 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に～（略） 

 

（略） 

 

第57条 受注者は、この契約による～（略） 

 

第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と

が協議して定める。 

 

第59条  前条の～（略）～に関しては、発注者の所在地を～（略） 

第54条 乙は、仕様書等に～（略）～直ちに甲に提示しなければならない。 

 

第 55 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内

に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する～（略）～利息を

付した額と、甲の支払う～（略） 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に～（略） 

 

（略） 

 

第57条 乙は、この契約による～（略） 

 

第 58 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定

める。 

 

第59条  前条の～（略）～に関しては、甲の所在地を～（略） 
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個人情報取扱特記事項 

第１ 受注者は、この契約による～（略） 

 

第２ 受注者は、業務に関して～（略） 

２ 受注者は、業務に従事している者に～（略） 

３ 受注者は、特定個人情報～（略） 

 

第３ 受注者は、業務を行うために～（略） 

 

第４ 受注者は、発注者の指示又は～（略） 

２ 受注者は、業務を～（略）～掲げられたものについて発注者が第三者への～（略） 

 

第５ 受注者は、発注者より個人情報の～（略） 

２ 受注者は、発注者より特定個人情報の～（略） 

 

第６ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引

き渡された～（略） 

 

第７ 受注者は、業務のうち～（略）～について、発注者の指定する場所で行わなけ

ればならない。 

２ 受注者は、発注者の指示又は～（略） 

３ 受注者は、業務に～（略）～場合は、発注者の指定する場所～（略） 

４ 受注者は、発注者の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合～（略）～

いかなる場合も発注者の指定する～（略） 

 

第８ 受注者は、業務を行うために発注者から～（略）～終了後直ちに発注者に返

還し、～（略）～ならない。ただし、発注者が別に～（略） 

個人情報取扱特記事項 

第１ 乙は、この契約による～（略） 

 

第２ 乙は、業務に関して～（略） 

２ 乙は、業務に従事している者に～（略） 

３ 乙は、特定個人情報～（略） 

 

第３ 乙は、業務を行うために～（略） 

 

第４ 乙は、甲の指示又は～（略） 

２ 乙は、業務を～（略）～掲げられたものについて甲が第三者への～（略） 

 

第５ 乙は、甲より個人情報の～（略） 

２ 乙は、甲より特定個人情報の～（略） 

 

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された～

（略） 

 

第７ 乙は、業務のうち～（略）～について、甲の指定する場所で行わなければな

らない。 

２ 乙は、甲の指示又は～（略） 

３ 乙は、業務に～（略）～場合は、甲の指定する場所～（略） 

４ 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合～（略）～いかなる

場合も甲の指定する～（略） 

 

第８ 乙は、業務を行うために甲から～（略）～終了後直ちに甲に返還し、～（略）

～ならない。ただし、甲が別に～（略） 
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２ 受注者は、前項の規定に～（略） 

３ 受注者は、第１項の～（略）～記載した報告書を発注者に提出し、～（略） 

 

第９ 受注者は、個人情報～（略）～速やかに発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項に～（略）～について発注者の指示に従うものとする。 

３ 前項の場合において、発注者が「特定個人情報の～（略）～講ずる場合には、受

注者は、発注者の指示に従うものとする。 

 

第10 発注者は、受注者における～（略）～調査し、又は受注者に対して必要な報

告を求めるなど、受注者の個人情報の～（略） 

２ 受注者は、前項における報告について、発注者が求める～（略） 

３ 特定個人情報の管理状況等の調査については、発注者は第７の～（略） 

 

第11 発注者は、受注者が業務に～（略）～ことができ、受注者はこの指示に従わ

なければならない。 

 

第12 受注者は、発注者の承諾が～（略） 

２ 受注者は、発注者の承諾に～（略）～により受注者が負う個人情報の取扱いに

関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。～（略） 

 

第13 受注者は、保有個人情報の～（略） 

 

２ 乙は、前項の規定に～（略） 

３ 乙は、第１項の～（略）～記載した報告書を甲に提出し、～（略） 

 

第９ 乙は、個人情報～（略）～速やかに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項に～（略）～について甲の指示に従うものとする。 

３ 前項の場合において、甲が「特定個人情報の～（略）～講ずる場合には、乙は、

甲の指示に従うものとする。 

 

第10 甲は、乙における～（略）～調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるな

ど、乙の個人情報の～（略） 

２ 乙は、前項における報告について、甲が求める～（略） 

３ 特定個人情報の管理状況等の調査については、甲は第７の～（略） 

 

第11 甲は、乙が業務に～（略）～ことができ、乙はこの指示に従わなければなら

ない。 

 

第12 乙は、甲の承諾が～（略） 

２ 乙は、甲の承諾に～（略）～により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を

再委託先にも遵守させなければならない。～（略） 

 

第13 乙は、保有個人情報の～（略） 
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第 14 受注者又は受注者の従事者（受注者の再委託先及び受注者の再委託先の～

（略）～場合、受注者はこれにより～（略） 

２ 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合

には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。 

 

第15 業務に関する個人情報について、受注者による取扱いが著しく不適切である

と発注者が認めたときは、発注者はこの契約の～（略） 

 

第14 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の～（略）～場合、乙は

これにより～（略） 

２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙

は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。 

 

第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲

が認めたときは、甲はこの契約の～（略） 

 

 


